
岡山県計量法関係手数料

３　特定計量器の検定（経過型式承認外）

改　　訂

 ９９０円 １，０３０円

５４０円 ５６０円

９２０円 ９６０円

１，６１０円 １，６９０円

２，７１０円 ２，８５０円

６，４４０円 ６，６４０円

８，３６０円 ８，５１０円

１２，２４０円 １２，６４０円

１５，３１０円 １５，８１０円

１９，９６０円 ２０，６２０円

２２，３６０円 ２３，１１０円

１２０円 １２０円

２１０円 ２１０円

９３０円 ９７０円

１，６００円 １，６８０円

２，１００円 ２，２００円

２，６１０円 ２，７４０円

３，４７０円 ３，５８０円

６，３３０円 ６，６４０円

(1) 計ることができる最大の圧力が５０Ｍ㎩以下のもの ９０円 ９０円

４７０円 ４９０円(2) 計ることができる最大の圧力が１００Ｍ㎩以下のもの

　ひょう量が２００㎏以下のもの

　ひょう量が５トン以下のもの

　ひょう量が１０トン以下のもの

　ひょう量が２０トン以下のもの

　ひょう量が３０トン以下のもの

　ひょう量が４０トン以下のもの

２　施行令附則第９条第２項第３号に掲げる燃料油メーター

(1) 積算式ガソリン量器

　①　表示機構の最大指示量が５０リットル以下のもの

　②　表示機構の最大指示量が５０リットルを超えるもの

(2) (1) に掲げるもの以外のもの

　ひょう量が１０㎏を超えるもの

４　施行令附則第９条第２項第５号に掲げるアネロイド型圧力計

　ひょう量が１０㎏以下のもの

　ひょう量が５０トン以下のもの

(1) 施行令附則第９条第３項第１号又は附則別表第４第２号ロに掲げるもの

(2) 施行令附則別表第４第２号イ(1)又はハ(1)に掲げるもの

金　　額

１　施行令附則第９条第３項第１号又は附則別表第４第２号に掲げる非自動はかり

区　　　　　　分
現　　行

　ひょう量が５００㎏以下のもの

　ひょう量が１トン以下のもの

　ひょう量が２トン以下のもの

　２３，１１０円
に、ひょう量１０
トンまでを増す
ごとに２３，１１
０円の５分の１
の額を加えた
額。ただし、そ
の額に１００円
未満の端数が
あるときは、そ
の端数金額を
切り捨てた額

　ひょう量が５０トンを超えるもの 　２２，３６０円
に、ひょう量１０
トンまでを増す
ごとに２２，３６
０円の５分の１
の額を加えた
額。ただし、そ
の額に１００円
未満の端数が
あるときは、そ
の端数金額を
切り捨てた額

　(4) 施行令附則別表第４第２号ハ(2)に掲げるもの

　①　口径が３０㎜以下のもの

３　施行令附則第９条第２項第４号に掲げる液化石油ガスメーター

(3) 施行令附則別表第４第２号イ(2)に掲げるもの

　②　口径が３０㎜を超えるもの


